
令和７年３月高原町農業委員会定例総会会議録 

 

１．開催日時    令和７年３月２８日（金）午前９時３０分から午前１０時４０分まで                      

２．開催場所    高原町役場２階第４会議室 

３．出席委員    １４名     

          農業委員７名   

          会長   １番 山元啓嗣  会長代理 ２番 加藤正博 

               ３番 入木真一       ４番 郡山信敏 

               ５番 佐藤哲夫       ６番 邊木園浩子 

７番 下村健一 

農地利用最適化推進委員７名 

１２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 １４番 酒匂清治   

１５番 鳥集公測 １６番 西村真一 １７番 真方実喜男 

 １８番 山下孝行 

４．日程 

   第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

       議事録署名委員   ５番 佐藤委員    ６番 邊木園委員   

       会議書記      二宮主任主事 

  第２ 議案第５８号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を

求める。 

     議案第５９号  農地法第５条の規定による進達について意見を求める。 

議案第６０号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権

移転について意見を求める。 

議案第６１号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権

設定について意見を求める。 

議案第６２号  農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積

等促進計画の利用権設定について意見を求める。 

  

５．農業委員会事務局職員 

       事務局長 中別府 和也   次長 田原修司 

６．会議の概要 

（二宮主任主事）これから総会を始めさせていただきたいと思います。一同ご起

立下さい。「一同礼」。お座り下さい。 

（事務局長）おはようございます。今月の定例総会案件は、議案第５８号から議案第６２号

の議案３３件及び議案第６３号が別冊となっております。ご審議方よろしくお願

いいたします。令和７年４月の定例総会は２８日（月）でございます。議案審議及



び転用議案等に係る現地調査は、２１日（月）にお願いする予定でございます。４

月の４条・５条に係る調査委員会は、第２調査委員会ですのでどうぞよろしくお願

いします。それでは、山元会長がご挨拶を申し上げます。 

（会長あいさつ） 

（会長代理）ただいまの出席委員は、農業委員７名中７名、推進委員８名中７名であります。 

高原町農業委員会規則第５条の規定の定足数に達しておりますので、本総会は成

立していることを報告します。これより、令和７年３月の農業委員会定例総会を開

催いたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（議長）それではこれより議事に入ります。まず、日程第１ 本日の議事録署名委員、及び

会議書記の指名を行います。高原町農業委員会規則第１９条第２項に規定する議

事録署名委員ですが、議長から指名をいたします。ご異議ありませんか。 

（はいの声あり） 

（議長）それでは、議事録署名委員に、５番 佐藤委員 と ６番 邊木園委員 を指名 

いたします。本日の書記は事務局の二宮主任主事にお願いをいたします。次に、日

程第２ 議案審議に入ります。 

（議長）議案第５８号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求め

る。」を議題といたします。事務局長に説明をお願いいたします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書の５ページをご覧いただきたいと思います。今回の農地法第３条による所

有権移転申請ですが、誠に申し訳ございませんが第１項と第８項につきましては

取り下げとさせていただきます。それでは第２項です。譲受人 後藤 重義

氏 ・ 譲渡人 佐多 幸雄氏 による売買で、田１筆 ２９７㎡ で、対価総

額は３万円です。調査委員は石山委員です。第３項です。譲受人 栢木 信治

氏 ・ 譲渡人 石橋 峰晴氏 による売買で、畑１筆 ８９２㎡ で対価総額

は１３３，８００円です。調査委員は大迫委員です。第４項です。譲受人 山下 

香織氏 ・ 譲渡人 前原 敏浩氏 による売買で、畑４筆 ５，７５２㎡ 

で、対価総額は１７２５，６００円です。調査委員は酒匂委員です。第５項、譲

受人 重信 桂子氏 ・ 譲渡人 重山 ちづる氏 による売買で、田２筆 

１，５２１㎡ で対価総額は１５２，１００円です。調査委員は酒匂委員です。

第６項、譲受人 前田 政治氏 ・ 譲渡人 前田 マサ子氏 による親子間の

贈与で、田１筆 ２，４１０㎡ です。調査委員は真方委員です。第７項、譲受

人 永野 博文氏 ・ 譲渡人 廣山 チヱ氏 による売買で、田１筆 １，８

５６㎡ で対価総額は２８万円です。調査委員は真方委員です。第９項になりま

す。譲受人 時任 康二氏・譲渡人 時任 爲康氏 による親子間の贈与で、田

１筆 ６３３㎡、畑３筆５，９５６㎡ 計４筆６，５８９㎡ です。調査委員は

山下委員です。以上の案件は、受付審査の結果、機械の所有状況、農作業従事者



数、により効率利用要件と農作業従事要件、地域との調和要件の３つの要件をす

べて満たしていると考えております。説明は以上でございます。 

（議長）本件につきましては、地元委員に現地調査を付託しておりますので、その報告を求

めます。まず第２項については石山委員が欠席の為、事務局の榎田主査より調査内

容の報告をお願いいたします。 

（事務局 榎田主査）議長（榎田主査） 

石山委員から調査報告書を預かっております。事務局から説明いたします。第５８

号第２項について現地調査をいたしました。３月２３日、日曜日現地調査を実施し

ました。譲渡人に電話で確認し、譲受人には訪問して確認を行いました。申請地は

議案書の１１ページの航空写真をご覧ください。場所は後川内の農地１筆です。譲

受人は農業用機械としてトラクター３台、ローダー２台等を所有されていました。

農作業は家族２名で経営され従事日数も満たされています。地域経営体への集積

等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活動にも参加して協力するなど

特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）それでは第３項は、大迫委員に調査内容の報告をお願いいたします。 

（大迫委員）はい。（大迫委員） 

１２番大迫が報告いたします。第３項、３月２５日火曜日に現地調査をいたしまし

た。畑として使っておりました。１６時頃から譲渡人、譲受人双方を訪問し確認い

たしました。申請地は議案書の１２ページです。航空写真をご覧ください。場所は

蒲牟田、狭野の交差点から５００ｍ位皇子原の方に行ったところの畑１筆です。譲

受人は農業用機械としてトラクター、田植え機、コンバイン等を所有されておりま

す。農作業は家族１名と必要な時に人を雇って経営されていておりました。従事日

数も満たされています。地域経営体への集積等の取組にも連携を図っており、地域

の話し合い活動にも参加して協力するなど特に問題ないと思いました。 

（議長）続きまして、第４項第５項については、酒匂委員に調査内容の報告をお願いいたし

ます。 

（酒匂委員）はい。（酒匂委員） 

１４番酒匂が報告申し上げます。議案第５８号第４項の現地調査を３月２５日火

曜日にいたしました。４筆畑、ともに耕作されており、問題ありませんでした。８

時から譲受人の山下香織さん宅を訪問し、また譲渡人の前原敏浩さんには山下                              

さん宅から電話連絡して双方の確認を行っております。申請地は議案書の１３ペ

ージの航空写真をご覧ください。場所は広原字中尾の畑４筆です。譲受人は農業用

機械としてトラクター１台、芋堀機等を所有されておりました。農作業は本人１人

ですが、忙しい時にはおじさんやお母さんの手伝いをもらうとの事で従事日数も

満たされております。地域経営体への集積等の取組にも連携を取って、地域の話し

合い活動にも協力するなどして特に問題ないと判断いたしております。以上でご



ざいます。次に第５項を申し上げます。３月２４日月曜日に現地調査を行いました。

田２筆とも耕されていました。１７時から譲受人の重信桂子さんのお宅を訪問し、

また譲渡人の重山ちづるさんには電話連絡を取り双方の確認を行っております。

申請地は議案書の１４ページの航空写真をご覧ください。場所は広原字相ノ久保

の田２筆でございます。譲受人は農業用機械としてトラクター、鍛冶機等も確保さ

れております。農作業は本人１名で経営され従事日数も満たされております。地域

経営体への集積等の取組にも連携を取り、広原営農組合との連携を取りながら対

応するということで特に稲作をやろうということで計画されております。以上で

ございます。 

（議長）続きまして第６項及び第７項については、真方委員に調査内容の報告をお願いいた

します。 

（真方委員）はい。（真方委員） 

１７番真方が第５８号第６項について説明をいたします。３月２３日日曜日現地

調査をいたしました。１０時から譲渡人、譲受人を訪問して確認をいたしました。

申請地は議案書の１５ページの航空写真をご覧ください。場所は蒲牟田農地１筆

です。譲受人は農業用機械としてトラクター等を所有されていました。農作業は家

族２名で経営し従事日数も満たされています。地域経営体への集積等の取組にも

連携を取っており、地域の話し合い活動にも参加して協力するなど特に問題ない

と判断いたしました。続きまして第５８号第７項について説明いたします。３月２

３日日曜日、現地調査をいたしました。１０時から譲渡人、譲受人を訪問し双方に

確認を行いました。申請地は議案書の１６ページの航空写真をご覧ください。場所

は蒲牟田の農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター、軽トラックを所

有されていました。農作業は本人１名で経営され従事日数も満たされています。地

域経営体への集積等の取組にも連携をとっており、地域の話し合い活動に参加す

るなど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）第９項については、山下委員に調査内容の報告をお願いいたします。 

（山下委員）はい。（山下委員） 

１８番山下が報告いたします。３月２１日金曜日に現地調査を実施いたしました。

現在イタリアンが作付けされている状況です。１７時から譲渡人、譲受人を訪問し

ましたが不在で１８時から電話にて双方の確認を行いました。申請地は１８、１９

ページの航空写真の通りです。譲受人は農業用機械としてトラクター１台、軽トラ

ック２台を所有されていました。農作業は家族４名で経営され従事日数も満たさ

れています。地域経営体への集積等の取組にも連携を図っており、地域の話し合い

活動に参加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。以上報告が終わりましたので、これより審議に入ります。

何かご意見ございませんか。 



（議長）暫時休憩いたします。 

（議長）休憩前に引き続き審議に入ります。 

（大迫委員）はい。（大迫委員） 

（大迫委員）１２番大迫です。第４項についてお聞きしたいんですけど、新規就農みたいな

感じと考えていいんですか。それとこの方は犬とかの保護をされている方で将来

的に犬小屋とかで使うとかそういう考えとかないのかなと確認されたんですか。 

（事務局長）はい、議長。（議長）事務局長。 

（事務局長）お答えいたします。今大迫委員からございましたように山下さんは犬をされる

方です。今回この農地を譲り受けて芋を作りたいということを言われております。

その後のことは何も伺ってないところでございます。新規就農関係なんですが、ま

だそういった新規就農等になるような手続きは何もされていない状況でございま

す。以上でございます。 

（議長）犬小屋を建てるとか、ドッグランとかそういう用途であれば出来ないですけど、芋

を本人が作るということできてるので、どっちみち５年間は転用とかそういうこ

とは出来ないのでそこあたりも本人も理解していると思いますので。よろしいで

しょうか。 

（議長）他にございませんか。よろしいですか。 

（はいの声あり） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決をいたします。議案第５８

号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求める。」に賛成の

方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５８号については、申請どおり許可することに決定をい

たしました。 

（議長）次に、議案第５９号「農地法第５条の規定による進達について意見を求める。」を

議題といたします。事務局長、説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

議案書は２１ページをご覧ください。今回の農地法第５条による規定による進達

申請件数は２件でございます。まず第１項です。譲受人 今西 信幸氏 ・ 譲渡

人 今西 繁男氏 の申請案件で、田１筆 ７５３㎡ 農業用車庫・倉庫、農業用

車両露天駐車場、車の回転広場を設置するための転用目的であり、農用地区域内農

地、都市計画区域外、農用地区域で、売買でございます。なお、農地から農業用施

設用地への用途区分の変更を行っております。土地代金は１０万円となっており

ます。第２項です。譲受人 東 美穂氏 ・ 譲渡人 東 ひとみ氏 の申請案件

で、畑１筆 ５４２㎡ 一般個人住宅、車庫・倉庫を設置するための転用目的であ

り、第２種農地、都市計画区域外、農用地区域外で、親子間の贈与であります。ま



ず、立地基準でありますが、第１項につきましては、農業用施設でありますので例

外許可となります。第２項につきましては、第２種農地ですが、第３種農地に立地

困難な場合等に許可となっております。次に一般基準でありますが、転用の確実性、

周辺農地への影響等基準を満たしていると考えております。また、地域の農地の農

業上の効率的・総合的な利用に支障がないことについては、特に影響はないものと

思われ、立地基準及び一般基準を満たしており許可相当と考えております。説明は

以上でございます。 

（議長）本件につきましては、第１調査委員会に現地調査をお願いしておりますので、内容

の報告を入木委員長にお願いします。 

（入木委員長）はい、３番入木。（はい、入木委員長） 

報告いたします。３月２１日１３時半より議案第５９号第１項を山下委員、真方委

員、事務局の石山さんと現地調査を行いました。転用目的は農業用車庫・倉庫、農

業用車両露天駐車場、車の回転広場です。申請地は議案書の２２ページをご覧くだ

さい。施設の配置図については議案書の２３ページをご覧ください。申請地は、農

用地区域内農地、農用地区域となっております。地域住民、周辺農地にも影響がな

いことから問題ないものと判断いたしました。続きまして、同じく３月２１日１３

時半より現地調査を行いました。転用目的は一般個人住宅、車庫・倉庫です。申請

地は議案書の２４ページをご覧ください。施設の配置図については議案書の２５

ページをご覧ください。申請地は農用地区域外で第２種農地となっております。地

域住民、周辺農地にも影響がないことから問題ないものと判断いたしました。以上

です。 

（議長）ありがとうございました。随行された他の委員のご意見はございませんか。よろし

いですか。 

（議長）以上で報告が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませ

んか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。議案第５９号

「農地法第５条の規定による進達について意見を求める。」に賛成の方の挙手をお

願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５９号については、申請どおり県へ進達することに決定

をいたしました。 

（議長）続きまして、議案第６０号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の

所有権移転について意見を求める。」を議題といたします。事務局長説明をお願い

します。 



（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

議案書は２７ページをご覧ください。まず第１項でございます。譲受人 石山 宗

行氏 ・ 譲渡人 室田 千代子氏 の申請案件で、田１筆 ２，６０１㎡で、売

買価格は総額 ３９万１５０円です。申請地は２９ページになります。加藤会長代

理、西村委員のあっせんを受けております。第２項、譲受人 吉田 正弘氏 ・ 譲

渡人 橋口 芳文氏 の申請案件で、畑１筆 ３，０４３㎡で、売買価格は総額 

３０万４３００円です。申請地は３０ページになります。加藤会長代理、西村委員

のあっせんを受けております。第３項、譲受人 塩入 達也氏 ・ 譲渡人 鍋倉 

政数氏 の申請案件で、畑１筆 １，２５８㎡で、売買価格は総額 １８万８７０

０円です。申請地は３１ページになります。加藤会長代理、西村委員のあっせんを

受けております。第４項、譲受人 塩入 達也氏 ・ 譲渡人 橋口 富子氏 の

申請案件で、畑２筆 ２，３５０㎡で、売買価格は総額 ２３万５０００円です。

申請地は３２ページになります。加藤会長代理、西村委員のあっせんを受けており

ます。続きまして、本日お手元に別途配布しております追加議案になります。第５

項になります。譲受人 赤井田 満氏 ・ 譲渡人 日髙 美津子氏 の申請案件

で、畑２筆 ４，００９㎡で、売買価格は総額５０万円です。加藤会長代理、西村

委員のあっせんを受けております。当該案件については、農業経営基盤の強化の促

進に関する基本的な構想に適合し、農用地を効率的に利用し、農作業に常時従事す

ること等の各要件を満たしていると考えております。説明は以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声あり） 

（議長）それではこれをもって、審議を終わります。これより採決いたします。議案第６０

号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権移転について意

見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いします。 

（議長）全員賛成ですので、議案第６０号は申請どおり許可することに決定をいたしました。 

（議長）次に議案第６１号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権設

定について意見を求める。」を議題とします。事務局長、説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

議案書の３４ページをご覧ください。今回の利用権設定申請件数は４件でござい

ます。まず第１項、借受人 原田 武寛氏 ・ 貸渡人 山口 典子氏 による

賃貸借で、田３筆 ３，２７９㎡、賃借料は年総額 １万円、賃貸借期間は令和

７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３年間の新規設定です。第２項、

借受人 農事組合法人はなどう 代表理事 髙野瀬 稔氏 ・ 貸渡人 髙野瀬 

次徳氏 による賃貸借で、田１筆 １，０９３㎡、賃借料は年総額 玄米３０ｋ

ｇ１袋、賃貸借期間は令和７年６月１日から令和１２年５月３１日までの５年間



の再設定です。第３項、借受人 農事組合法人はなどう 代表理事 髙野瀬 稔

氏 ・ 貸渡人 相続人代表 齊藤 律子氏 による使用貸借で、田２筆 ２，

５７４㎡、使用貸借期間は令和７年７月１日から令和１２年６月３０日までの５

年間の再設定です。第４項、借受人 農事組合法人はなどう 代表理事 髙野瀬 

稔氏 ・ 貸渡人 相続人代表 内村 清志氏 による使用貸借で、田１筆 

３，９９３㎡、使用貸借期間は令和７年７月１日から令和１２年６月３０日まで

の５年間の再設定です。当該案件につきましては、旧農業経営基盤強化促進法第

１８条の要件 農用地を効率的に利用し、農作業に常時従事すること等の要件を

満たしていると考えております。説明は以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決をいたします。議案第６

１号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権設定について

意見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第６１号は申請どおり許可することに決定をいたしました。 

（議長）次に議案第６２号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等 

促進計画の利用権設定について意見を求める。」議題といたします。事務局長、

説明をお願いいたします。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

この案件は中間管理事業制度による利用権設定でございます。議案書は３８ペー

ジからと５０ページからを一緒にご覧ください。なお説明に際し、貸渡人と借受

人の間に入っております宮崎県農業振興公社の説明は省略させていただきます。

第１項、貸渡人 相続人代表 宇都 昭英氏 ・ 借受人 岩元 茂朗氏 の申

請案件で、田３筆 ４，５２５㎡ の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年６月

１日から令和１２年５月３１日までの５年間の新規設定です。なお、相続につき

ましては、遺言書により相続人代表 宇都昭英氏に遺産の全てを相続させること

になっております。第２項、貸渡人 宇都 俊一氏 ・ 借受人 加世田 敬次

氏 の申請案件で、田３筆 ２，６８１㎡ 畑１筆 ５９㎡ 計４筆 ２，７４

０㎡ の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年６月１日から令和１２年５月３１

日までの５年間の新規設定です。第３項、貸渡人 有限会社 阿部牧場 代表取

締役 阿部 孝男氏 ・ 借受人有限会社四位農園 代表取締役 四位 栄介氏 

の申請案件で、畑４筆 １３，１９５㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額 １３

１，９５０円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの

１０年間の新規設定です。第４項、貸渡人 永住 守人氏 ・ 借受人 入佐 



久男氏 の申請案件で、畑１筆 ２，２２６㎡ の使用貸借で、使用貸借期間は

令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの１０年間の新規設定です。第

５項、貸渡人 相続人代表 永住 守人氏 ・ 借受人 入佐 久男氏 の申請

案件で、畑１筆 ２，６９３㎡ の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年５月１

日から令和１７年４月３０日までの１０年間の新規設定です。なお、相続人は子

ども２人となりますが、２人とも同意をいただいております。第６項、貸渡人 

廣田 毅氏 ・ 借受人 農事組合法人ハイランドきりしま 代表理事 森山 

孝一氏 の申請案件で、田１筆 ４，７８２㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額４

６，３８５円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの

１０年間の新規設定です。第７項、貸渡人 相続人代表 山村 ヨシ子氏 ・ 

借受人 柳迫 雄斗氏 の申請案件で、田５筆 １３，０２８㎡ 畑１筆 ６，

８６７㎡ 計６筆 １９，８９５㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額１６４，５８

０円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの１０年間

の新規設定です。なお、相続人は配偶者１人、子ども３人となります。配偶者が

１／２、子ども１人の同意をいただいており１／６、合計４／６の同意というこ

とになります。第８項、貸渡人 下村 愛子氏 ・ 借受人 柳迫 雄斗氏 の

申請案件で、田１筆 ２，８３２㎡ 畑１筆 １，８５０㎡ 計２筆 ４，６８

２㎡ の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０

日までの１０年間の新規設定です。第９項、貸渡人 反田 吉巳氏 ・ 借受人 

柳迫 雄斗氏 の申請案件で、田１筆 １，２０７㎡ 畑１筆 ３，７１３㎡ 

計２筆 ４，９２０㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額３６，１６７円、賃貸借期

間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの１０年間の新規設定で

す。第１０項、貸渡人 反田 吉巳氏 ・ 借受人 柳迫 雄斗氏 の申請案件

で、田３筆 １３，６４４㎡ 畑５筆 ４，２７８㎡ 計８筆１７，９２２㎡ 

の賃貸借で、賃借料は年総額１６３，８３３円、賃貸借期間は令和７年５月１日

から令和１７年４月３０日までの１０年間の新規設定です。第１１項、貸渡人 

小薗 美和子氏 ・ 借受人 柳迫 雄斗氏 の申請案件で、田２筆 ３，６９

３㎡ 畑１筆 ２，６３７㎡ 計３筆 ６，３３０㎡ の賃貸借で、賃借料は年

総額４６，０００円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日

までの１０年間の新規設定です。第１２項、貸渡人 相続人代表 小野 透

氏 ・ 借受人 日髙 鉄男氏 の申請案件で、田１筆 ３，７０５㎡ の使用

貸借で、使用貸借期間は令和７年５月１日から令和１０年４月３０日までの３年

間の新規設定です。なお、相続人は子ども３人となります。子ども２人の同意を

いただいており２／３の同意ということになります。第１３項、貸渡人 増田 

マチエ氏 ・ 借受人 岩﨑 直広氏 の申請案件で、田１筆 ３，４０３㎡ 

の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年５月１日から令和１２年４月３０日まで



の５年間の新規設定です。第１４項、貸渡人 山田 冨雄氏 ・ 借受人 木佐

貫 和宏氏 の申請案件で、田１筆 １，２３２㎡ の賃貸借で、賃借料は年総

額１万円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０日までの１０

年間の新規設定です。説明は以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（真方委員）はい。（真方委員） 

（真方委員）１７番真方です。7番から１１番の柳迫さん。新規設定で合わせて５町歩くら

い作られるということですが、この方どういった方なのか説明いただければ。 

（事務局長）議長、事務局長。（事務局長） 

（事務局長）ご質問にお答えいたします。柳迫さんですが、反田吉巳さんのところで事業承

継ということで牛養いをされている方です。以上でございます。 

（議長）他にございませんか。よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決をいたします。議案第６

２号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進計画の

利用権設定について意見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第６２号は、申請どおり許可することに決定をいたしまし

た。 

（議長）続きまして、議案第６３号「非農地判定について意見を求める。」を議題といた

します。事務局長の説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

議案書は本日配布いたしました別冊になります。本日配布となりましたことをお

詫び申し上げます。別冊の３ページをご覧ください。委員皆様方から報告いただ

いた全てではありませんが、今回、事務局が現地調査を行った非農地判定集計表

になります。西麓が２４筆の２６，５７９㎡、蒲牟田が２３筆の１７，６９０

㎡、広原が３３筆の３９，１８５㎡、後川内が１０筆の１３，５１５㎡  合計

の９０筆、９６，９６９㎡であります。４ページから７ページが非農地判定一覧

になっております。８ページからは、番号毎の非農地判定現地調査報告書となっ

ております。本日は個別の説明は割愛させていただきますが、委員の皆様方が担

当された箇所の確認をお願いしたいと思います。非農地通知までには時間があり

ますので、何かございましたら４月２１日月曜日までに事務局へお問い合わせ頂

きたいと考えております。説明は以上でございます。 

（議長）議案第６３号についてはそれぞれ確認の上、何かあれば事務局の方に連絡をしてい

ただきたいと思います。 

（議長）暫時休憩をいたします。 



（議長）休憩前に引き続き、追加議案について審議をしていきたいと思います。 

（議長）議案第６０号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権移転に

ついて意見を求める。」の第６項が追加されましたので、事務局長説明をお願いし

ます。 

（事務局長）議長、事務局長。（はい、事務局長） 

（事務局長）第６項になります。譲受人が重永 敏宏氏 譲渡人が堺 佐代子氏の申請案

件で、田１筆 ２，２９７㎡ 売買価格が３４万５０００円です。加藤会長代

理、石山委員のあっせんを受けております。以上でございます。 

（議長）それでは審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）あっせん会議に私も出席したので補足をさせていただきます。河川の横で形が三

角形で悪いと。この地域においては圃場整備がされているので条件的には良いん

ですけれども、三角形で作業効率が悪いということで金額的に１０a当たり１５

万で納得をされたということでございました。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決をいたします。議案第６

０号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権移転について

意見を求める。」第６項についての賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第６０号第６項については、許可することに決定をいたし

ました。 

（会長代理）以上で、本日提案いたしました議案の審議は、すべて終了いたしました。こ

れを持ちまして、３月の農業委員会定例総会を閉会いたします。 

（二宮主任主事）ご起立をお願いいたします。 「一同礼」。 お座りください。 

 


